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一般競争入札 

 
 

０ 

指名競争入札 

 
３６ 

 

 

 

 

 

 

１億円以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（０） 

 

５千万円以上１億円未満 

 

（０） 

 

１千万円以上５千万円未満 

 

（５） 

 

５百万円以上１千万円未満 

 

（１３） 

 

３百万円以上５百万円未満 

 

（４） 

  

（１４） ３百万円未満 

随意契約 

 
０ 

その他 

 
 ０ 

委員からの意見・質問，それに対す

る回答 

意見・質問 回  答 

次のとおり 次のとおり 

委員会による意見の具申の内容 次のとおり 



 

（開会） 

 

 １ 入札制度及び対象期間内の工事について 

【事務局より、入札制度について、また対象期間内に行った工事入札全般についての説明】 

質問・意見 回   答 

 なし  

 

 ２ 指名停止措置について 

【事務局より，期間内の指名停止措置について（指名停止案件なし）】 

質問及び意見 回   答 

・今回の指名停止は 5 月からだが，案件自体は

H23 年度の案件ということで，いつの時点で判

断し，決定するのか？ 

 

 

 

 

・指名停止は公表するか？ 

 

・工事の工程管理等は行っているか？ 

・工事が終了し，損害金等が確定した後に担

当課から報告があり，その後審査会で指名停

止について判断する。今回の案件は共に 3

月下旬が工期の工事で，担当からの報告がほ

ぼ同時期だったため，一緒に審査を行い，同

時に指名停止処分を行った。 

 

・公表する。ホームページにも掲載する。 

 

・当然行っているし，段階々々で確認を行っ

ている。 

 

 

 

 

 ３ 抽出事案について 

【事務局より，抽出事案３件の工事概要，指名の経緯，開札結果について説明】 

 
件   名 

入札等方式 指名競争入札：指名業者選定理由 

条件付一般競争入札：参加資格設定理由 

落札率 

(%) 参加業者 

１ 水町地区交差点信号設備工

事（対象案件の中で最も契

約金額の高い案件） 

 

指名競争 信号機の設置工事であり，熊本県警の工事実績

のある有資格業者の中から指名。 
93.31 

市外 11 社 

２ 平成23年度立岡地区農道舗

装工事（対象案件の中で最

も落札率の高い案件） 

指名競争 
指名審査方針による。 

舗装工事であり，市内の有資格業者より指名。 

本工事と同種の工事実績を有する。 

98.35 

市内 13 社 



３ 浦田・門内町線改良工事（対

象案件の中で最も落札率の

低い案件） 

 

指名競争 指名審査方針による。 

土木工事であり，市内の有資格業者より指名。 

本工事と同種の工事実績を有する。 
79.21 

市内 11 社 

 

質疑内容 

①水町地区交差点信号設備工事について 

・県警の工事を受注した実績のある電気事業者を

指名したとのことだが，県内に何社あって，な

ぜその中でこの１１社を指名したのか？ 

 

②平成 23 年度立岡地区農道舗装工事について，この

案件は舗装工事ということだが，どのランクにな

るか？ 

・以前舗装の B ランクは 12 社と聞いていたが，1

社多いのは？ 

・やや説明書がわかりにくいのでは？ 

 

 

③最低制限価格について 

・宇土市は低入札基準価格と最低制限価格の２段

階で失格かどうかを判断しているが，開札結果

にそのいずれかしか表記されていないので，市

からの説明がなければどちらが適用されている

かわからない。 

 

 

・低入札基準価格と最低制限価格の言葉の使い方

が逆のように感じるが。 

 

④表彰制度について 

・表彰制度を設けたが，表彰された場合格付けに

加点等があるか？ 

 

 

 

 

 

 

① 

・熊本県警に問い合わせて，直近の同様の工事の

際の指名業者をお尋ねした。県内に何社あるか

までは聞いていない。 

 

② 

・舗装の B ランクになる。 

 

・A ランクから 1 社降りてきている。 

 

・今後は案件説明のページにランクや指名理由等

についても記載することとする。 

 

③ 

・この開札結果は電子入札の結果のページを印刷

しているが，現在の電子入札システムでは両方

を表示することができない。また，電子入札シ

ステムは県及び県内自治体で共同運営している

ため，宇土市の都合だけで変えることが難しい。

次回からは案件の説明のページに表記する。 

 

・検討する。 

 

 

④ 

・最優秀賞を取った 1 社について，通常よりも 1

ランク上に格付けする。元々A ランクの業者の

場合は格付けに影響はない。 

今年は土木・舗装部門について該当業者を 1 ラ

ンク上に格付けしたが，土木・舗装部門以外に

ついては，該当業者が電気業者であり，格付け

を行っていないため表彰のみ行った。 

 



⑤指名回避制度について 

・指名停止と指名回避の違いは？ 

 

 

 

・この制度は公表しているか？ 

 

・70 点未満を 2 回以上というのは，連続か。年度

をまたぐのか？ 

・この制度は要綱等で定めているか？指名方針と

はいえ，実質的に市民の権利等の制限となるの

であれば，少なくとも内規等ではさだめるべき

ではないか？ 

 

⑥その他 

・回指名回避制度を設けたが，実際のところ落札

率が低い工事の方が工事の成績が悪いのか？落

札率が低い場合に工事の成績が悪いとなれば，

何らかの対策が必要となるが。 

 

 

⑤ 

・指名停止は下請けや随意契約など市との契約す

べてを停止することとなるが，指名回避はあく

まで指名審査会の中で指名しないというだけで

他の契約には影響がない。 

・公表はしていないが，事業者には説明会で説明

している。 

・連続でなくても年度内に 2 回以上という意味。 

 

・「建設工事指名業者選定基準」の中で定めている。 

 

 

 

 

⑥ 

・落札率と成績にはそれほどの相関性はないと感

じている。それよりも業者の問題の方が大きい。

調査を行い，次回の入札監視委員会で報告する。 

 

 

 

（閉会） 

 


